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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドバンドと、
　該ヘッドバンドの両端に設けられた一対のハウジング支持部と、
　該一対のハウジング支持部をそれぞれ前記ヘッドバンドに対して回動可能に接続する一
対の回転軸と、
　回動により前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記ハウジング支持部
が開いた状態における前記ヘッドバンドおよび前記ハウジング支持部からなる弧の内側の
領域内に位置し、かつ、交差することなく横並びになるように前記一対のハウジング支持
部のそれぞれに設けられた一対のハウジングと、
　該一対のハウジングにそれぞれ設けられた一対のイヤパッドと
を備え、
　前記回転軸が斜めに設けられていることにより、一回の回動により前記ハウジング支持
部が折り畳まれ、さらに折り畳み前後で前記イヤパッドの向きが変化する
ヘッドホン。
【請求項２】
　前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記一対のイヤパッドが略同一の
方向を向いている
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項３】
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　前記ハウジング支持部は、前記回転軸を介して前記ヘッドバンドに接続されたアームと
、該アームに対してスライド可能に設けられ、前記アームに沿ってスライドすることによ
り前記ハウジングの位置を調整可能なスライダとからなる
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項４】
　前記スライダのスライド可能範囲は、ユーザによるヘッドホン使用時における前記ハウ
ジングの位置の変更範囲より広い範囲である
請求項３に記載のヘッドホン。
【請求項５】
　前記ハウジング支持部は、ヘッドホン使用時における前記ハウジングの位置の変更範囲
において前記ハウジングの位置の固定する第１の位置固定機構を備える
請求項４に記載のヘッドホン。
【請求項６】
　前記第１の位置固定機構は、前記ハウジングを複数の位置に固定可能である
請求項５に記載のヘッドホン。
【請求項７】
　前記ハウジング支持部は、ヘッドホン使用時における前記ハウジングの位置の変更範囲
外において前記ハウジングの位置を固定する第２の位置固定機構を備える
請求項４に記載のヘッドホン。
【請求項８】
　前記スライダは、前記回転軸より下に設けられている
請求項３に記載のヘッドホン。
【請求項９】
　前記一対の回転軸は、左右対象の位置に設けられている
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１０】
　前記一対の回転軸は、左右非対称の位置に設けられている
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１１】
　前記ハウジングは、ユーザの側頭部の形状に追従して動作可能である
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１２】
　前記一対のハウジングには、それぞれコードが接続されており、
　該コードは、前記一対のハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記ハウジン
グと前記コードの接続箇所が互いに接触しない位置にそれぞれ接続されている
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１３】
　前記アームは、折り畳まれた状態において、ユーザのヘッドホン使用時においてハウジ
ングが存在している位置で重なる
請求項３に記載のヘッドホン。
【請求項１４】
　前記ハウジング支持部は、前記ハウジングを軸支するハンガである
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１５】
　前記ヘッドバンドは、前記ハンガを上下動させるスライダを備え、
　該スライダは前記回転軸より上に設けられている
請求項１４に記載のヘッドホン。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、側面視におい
て前記ヘッドバンドに略平行な平面に対して±４５°以内の状態となる
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請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１７】
　前記回転軸は、
　正面視において、前記ヘッドバンドの弧を二等分する方向をＹ軸方向とし、該Ｙ軸方向
に直交する方向をＸ軸方向としたとき、前記Ｘ軸に対して４°～２２°の範囲内の角度を
有し、
　また、側面視において、前記ヘッドバンドの幅方向に略平行な方向をＺ軸方向としたと
き、前記Ｚ軸に対して９°～２９°の範囲内の角度を有し、
　さらに、上面視において、前記Ｘ軸に対して２７°～３９°の範囲内の角度を有するよ
うに設けられている
請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項１８】
　前記回転軸は、
　正面視において前記Ｘ軸に対して１７°の角度を有し、
　また、側面視において前記Ｚ軸に対して２４°の角度を有し、
　さらに、上面視において前記Ｘ軸に対して３４°の角度を有するように設けられている
請求項１７に記載のヘッドホン。
【請求項１９】
　前記回転軸は、
　正面視において前記Ｘ軸に対して９°の角度を有し、
　また、側面視において前記Ｚ軸に対して１４°の角度を有し、
　さらに、上面視において前記Ｘ軸に対して３２°の角度を有するように設けられている
請求項１７に記載のヘッドホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、ヘッドホンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、音声再生装置から出力される音声を聴くためにヘッドホンが使用されている
。このヘッドホンは一般的に、ユーザの頭部に接するヘッドバンドと、ヘッドバンドの左
右両端に設けられ、スピーカなどからなる音声出力手段を収容したハウジングとを備える
。ヘッドホンには、公知となっている多数の形態、折り畳み方式が存在する（特許文献１
、特許文献２）。折り畳み可能な公知のヘッドホンには、Ｌ側Ｒ側のそれぞれに２つまた
は３つ、もしくはそれ以上の折り畳み用の回転軸を有しているものが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２３６３２４号公報
【特許文献２】特表２００５－５２７１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、折り畳み用の回転軸の数が多いと、ユーザによる折り畳み操作が煩雑になって
しまうという問題がある。
【０００５】
　本技術はこのような問題点に鑑みなされたものであり、容易に折り畳むことができるヘ
ッドホンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上述した課題を解決するために、本技術は、ヘッドバンドと、ヘッドバンドの両端に設
けられた一対のハウジング支持部と、一対のハウジング支持部をそれぞれヘッドバンドに
対して回動可能に接続する一対の回転軸と、回動によりハウジング支持部が折り畳まれた
状態において、ハウジング支持部が開いた状態におけるヘッドバンドおよびハウジング支
持部からなる弧の内側の領域内に位置し、かつ、交差することなく横並びになるように一
対のハウジング支持部のそれぞれに設けられた一対のハウジングと、一対のハウジングに
それぞれ設けられた一対のイヤパッドとを備え、回転軸が斜めに設けられていることによ
り、一回の回動によりハウジング支持部が折り畳まれ、さらに折り畳み前後でイヤパッド
の向きが変化するヘッドホンである。
【発明の効果】
【０００７】
　本技術によれば、ヘッドホンを容易に折り畳むことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１Ａは、本技術の第１の実施の形態におけるヘッドホンの使用状態を示す図で
あり、図１Ｂは、スライダがスライドしている状態を示す図である。
【図２】図２Ａは、ヘッドホンが折り畳まれている状態を示す図であり、図２Ｂはヘッド
ホンの折り畳み状態を示す図である。
【図３】図３は、ヘッドバンドとアームの接続箇所の部分拡大図である。
【図４】図４Ａ乃至図４Ｅは、ヘッドホンの折り畳み位置の決定方法を説明するための図
である。
【図５】図５Ａは、回転軸のＸＹ平面における角度を示す図であり、図５Ｂは、回転軸の
ＹＺ平面における角度を示す図であり、図５Ｃは、回転軸のＸＺ平面における角度を示す
図である。
【図６】図６Ａは、スライダ、ハウジングおよびイヤパッドの上面図であり、図６Ｂはス
ライダ、ハウジングおよびイヤパッドの側面図であり、図６Ｃは、アームの内側正面図で
あり、図６Ｄは、アームの側面視断面図であり、図６Ｅは、アームにスライダを接続した
状態におけるアームの側面視断面図である。
【図７】図７Ａは、ハウジングの平面図であり、図７Ｂは、スライダの側面図と、ハウジ
ングおよびイヤパッドの断面図であり、図７Ｃは、スライダとハウジングを接続した状態
の側面図であり、図７Ｄは、スライダとハウジングを接続し、ハウジングが動いている状
態を示す側面図である。
【図８】図８Ａは、スライダの下面図と、ハウジングおよびイヤパッドの下面視断面図で
あり、図８Ｂは、スライダとハウジングを接続した状態におけるスライダの下面図と、ハ
ウジングおよびイヤパッドの下面視断面図であり、図８Ｃは、スライダとハウジングを接
続し、ハウジングが動いている状態を示す下面図である。
【図９】図９Ａは、ヘッドバンドとアームによって形成される領域を示す図であり、図９
Ｂは、ヘッドホンの折り畳み状態において、ヘッドバンドとアームによって形成される領
域内にハウジングが位置している状態を示す図である。
【図１０】図１０は、ヘッドホンの側面視における、ハウジングの状態を示す図である。
【図１１】図１１は、本技術の第２の実施の形態に係るヘッドホンの使用状態を示す図で
ある。
【図１２】図１２Ａは、ヘッドホンが折り畳まれている状態を示す図であり、図１２Ｂは
ヘッドホンの折り畳み状態を示す図である。
【図１３】図１３Ａは、回転軸のＸＹ平面における角度を示す図であり、図１３Ｂは、回
転軸のＹＺ平面における角度を示す図であり、図１３Ｃは、回転軸のＸＺ平面における角
度を示す図である。
【図１４】図１４Ａおよび図１４Ｂは、ヘッドバンドとハンガの接続状態を示す側面視部
分拡大図である。
【図１５】図１５は、ヘッドバンドとハンガの接続状態を示す図である。
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【図１６】図１６は、ヘッドバンドとハンガの接続状態を示す部分拡大図である。
【図１７】図１７Ａ乃至図１７Ｃは、ヘッドバンドとハンガが接続された状態における、
折り畳みの過程を示す部分拡大図である。
【図１８】図１８は、ヘッドバンドとハンガの接続状態を示す図である。
【図１９】図１９Ａは、回転軸がハンガの軸挿通穴に挿通している状態を示す図であり、
図１９Ｂは、回転軸がハンガの軸挿通穴に挿通している状態の断面図である。
【図２０】図２０Ａは、ヘッドホン内に形成される領域を示す図であり、図２０Ｂは、ヘ
ッドホンの折り畳み状態において、領域内にハウジングが位置している状態を示す図であ
る。
【図２１】図２１Ａは、本技術の変形例に係るヘッドホンの使用状態を示す図であり、図
２１Ｂは、変形例に係るヘッドホンの折り畳み状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本技術の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下の
順序で行う。
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．ヘッドホンの構成］
＜２．第２の実施の形態＞
［２－１．ヘッドホンの構成］
＜３．変形例＞
【００１０】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．ヘッドホンの構成］
　図１および図２は、本技術に係るヘッドホン１００の全体構成を示す図である。ヘッド
ホン１００は、ヘッドバンド１１０、回転軸１２０、アーム１３０、スライダ１４０、ハ
ウジング１５０、イヤパッド１６０およびコード１７０から構成されている。
【００１１】
　ヘッドバンド１１０はユーザの頭部に沿うように湾曲状に形成されており、装着状態に
おいてユーザの頭頂部に接することによりヘッドホン１００全体を支持するものである。
ヘッドバンド１１０はプラスチックなどの合成樹脂、金属などを用いて構成されており、
所定の剛性および弾性を有することにより可撓性を備えている。これにより、装着時には
ハウジング１５０およびイヤパッド１６０をユーザの側頭部方向に押圧してヘッドホン１
００の装着状態を維持することができる。なお、ヘッドバンド１１０の内面におけるユー
ザの頭頂部に当接する部分に緩衝材としてゴムなどを設けるようにしてもよい。
【００１２】
　回転軸１２０は、ヘッドバンド１１０の両端にそれぞれ設けられており、アーム１３０
をヘッドバンド１１０に対して回動可能に接続するものである。回転軸１２０は、斜め方
向に所定の角度を有するように設けられている。回転軸１２０の詳細な構成については後
述する。第１の実施の形態においては、Ｌ側の回転軸１２０とＲ側の回転軸１２０は左右
対称の位置に設けられている。
【００１３】
　アーム１３０は、ユーザの側頭部に沿うように若干湾曲した形状に形成されている。ア
ーム１３０は、回転軸１２０を介して、ヘッドバンド１１０の両端にそれぞれ回動可能に
接続されている。アーム１３０は、回転軸１２０を軸として回動することにより、図２Ａ
に示されるように折り畳むことが可能となっている。アーム１３０は例えば、プラスチッ
クなどの合成樹脂、金属などを用いて構成されている。なお、以下、図１Ａに示されるよ
うにアーム１３０が折り畳まれておらず、ユーザがヘッドホン１００を使用することがで
きる状態を使用状態と称する。
【００１４】
　スライダ１４０は、アーム１３０の内側面に沿って上下方向にスライド可能に設けられ
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ている。スライダ１４０は、ハウジング１５０を支持しており、ユーザはスライダ１４０
をアーム１３０に沿ってスライドさせることにより、ハウジング１５０を上下方向に移動
させることができる。アーム１３０とスライダ１４０は、特許請求の範囲におけるハウジ
ング支持部に相当するものである。
【００１５】
　ヘッドホン１００の装着時には、ユーザの頭部の大きさや耳と頭頂部との距離などに合
わせてスライダ１４０の位置を調整することにより、ハウジング１５０およびイヤパッド
１６０をユーザの耳に対向する位置に合わせる事ができる。これにより、ユーザは自らの
身体的特徴や好みに応じた装着感を得ることができる。また、ヘッドホン１００を使用し
ない場合には、スライダ１４０をスライド可能範囲の上端である折り畳み用位置までスラ
イドさせることにより、ヘッドホン１００をコンパクトな状態にすることができる。この
点については後述する。
【００１６】
　スライダ１４０にはヘッドホン１００の内側方向にむけてハウジング１５０が接続され
ている。ハウジング１５０はスライダ１４０によってツイスト動作可能に支持されている
。これにより、ヘッドホン１００の装着時においては、ユーザの耳の周囲の形状に合わせ
てハウジング１５０の向きが変わるため、ハウジング１５０をユーザの側頭部の形状に適
した状態で耳に対向させることができる。スライダ１４０とハウジング１５０の接続の詳
細については後述する。
【００１７】
　ハウジング１５０は、内部に音声処理回路、スピーカ（共に図示せず。）などを収容す
る収容部でとして機能するものである。ハウジング１５０は例えば、プラスチックなどの
合成樹脂を用いて形成されている。音声処理回路は例えば、スピーカを駆動する音声信号
に対して、ノイズキャンセリング処理、信号増幅処理、イコライジング処理などの所定の
音声信号処理を施すものである。スピーカは音声処理回路により処理が施された音声信号
を音声として出力するものである。
【００１８】
　イヤパッド１６０は、弾力性を有するように構成されており、ハウジング１５０におけ
るユーザの側頭部に対向する側の面に設けられている。イヤパッド１６０は、ハウジング
１５０とユーザの側頭部との間に介在することにより、ハウジング１５０とユーザの側頭
部間の緩衝部材として機能するものである。すなわち、イヤパッド１６０は、ヘッドホン
１００の装着時において、変形しにくい硬い素材で形成されたハウジング１５０が直接ユ
ーザの側頭部に接してユーザに不快感や痛みを与えることを防止するものである。
【００１９】
　また、イヤパッド１６０は、リング状に構成されている場合には、イヤパッド１６０と
ユーザの側頭部により形成される空間を密閉することにより、低音域の再現性の向上など
の音質の向上を図る役割も担う。また、スピーカから出力される音声が外部に漏れること
を防ぐ役割も担う。さらに、イヤパッド１６０は外部からの騒音を遮断してスピーカから
の音声を聴取し易くする働きも担う。
【００２０】
　コード１７０は、内部に導線、グランド線などが挿通してあり、音声信号を伝送するた
めのものである。コード１７０の一端はハウジング１５０内に収容された音声処理回路に
接続されている。また、コード１７０の他端にはプラグ（図示せず。）が設けられている
。そのプラグがＭＰ３（MPEG Audio Layer-3）プレーヤなどの音声再生装置（図示せず。
）に接続されることにより、ヘッドホン１００が音声再生装置に接続される。図１および
図２においては、Ｌ側のハウジング１５０、Ｒ側のハウジング１５０のそれぞれにコード
１７０が接続されている。なお、図２Ｂからわかるように、ヘッドホン１００が折り畳ま
れた状態においては、Ｌ側のハウジング１５０とＲ側のハウジング１５０は接近している
。よって、コード１７０は、ヘッドホン１００を折り畳んだ状態において、Ｌ側のコード
１７０とＲ側のコード１７０の接続部分が接触しない位置に接続するのが望ましい。
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【００２１】
なお、コード１７０は、Ｌ側のハウジング１５０、Ｒ側のハウジング１５０のいずれか一
方に接続するようにしてもよい。この場合、コード１７０は内部に、Ｌチャンネル導線、
Ｒチャンネル導線およびグランド線が挿通される。コード１７０が接続されてない他方の
ハウジング１５０内のスピーカを駆動するために、コード１７０が接続された一方のハウ
ジング１５０と、コード１７０が接続されていない他方のハウジング１５０との間には、
接続コード（図示せず）が設けられる。この接続コードは、コード１７０またはコード１
７０が接続されたハウジング１５０内の音声処理回路に接続され、スライダ１４０、アー
ム１３０、ヘッドバンド１１０の内部を挿通して他方のハウジング１５０内の音声処理回
路に接続される。この接続コードによって、コード１７０が接続されていない他方のハウ
ジング１５０内の音声処理回路に音声信号が伝送される。
【００２２】
　第１の実施形態に係るヘッドホン１００は、使用しない場合には、まず、図１Ｂに示さ
れるように、Ｌ側Ｒ側のうち一方のスライダ１４０をアーム１３０に沿ってスライド可能
範囲の上端までスライドさせる。次に図２Ａに示されるように、スライダ１４０をスライ
ド可能範囲の上端までスライドさせた側のアーム１３０をヘッドバンド１１０方向に向け
て回動させて折り畳む。
【００２３】
　この工程をもう一方のスライダ１４０およびアーム１３０についても行う。なお、一方
のスライダ１４０をスライドさせてアーム１３０を折りたたんだ後、もう一方スライダ１
４０をスライドさせるアーム１３０を折り畳むのではなく、両方のスライダ１４０をスラ
イドさせてから両方のアーム１３０を折り畳むようにしてもよい。
【００２４】
　Ｌ側のアーム１３０およびＲ側のアーム１３０を折り畳むとヘッドホン１００は図２Ｂ
に示される折り畳み状態となる。以下、このＬ側のアーム１３０およびＲ側のアーム１３
０が折り畳まれた状態を、折り畳み状態と称する。
【００２５】
　ハウジング１５０は、使用状態においてＬ側Ｒ側のハウジング１５０から等距離にある
面Ｉの方向に向いている状態（図１Ａの状態）から、アーム１３０の回動によって、面Ｉ
に対して略垂直な状態（図２Ｂの状態）に向きが変化する。これはハウジング１５０に設
けられているイヤパッド１６０についても同様である。ヘッドホン１００を使用しない場
合、持ち運ぶ場合などには、ヘッドホン１００をこの折り畳み状態にすることによりサイ
ズを小さくして、ヘッドホン１００の収納スペースを節約することができる。
【００２６】
　次に、回転軸１２０の構成について説明する。上述したように、回転軸１２０は、Ｌ側
Ｒ側のハウジング１５０から等距離にある面Ｉに対して斜めの傾きを有するように構成さ
れている。回転軸１２０は、例えば図３に示されるように、ヘッドバンド１１０の一端に
設けられた軸挿通穴１１１と、アーム１３０の上端に設けられた軸挿通穴１３１の両方に
挿通するように設けられる。これにより、ヘッドバンド１１０に対して、アーム１３０が
回動可能となる。
【００２７】
　図４は、回転軸１２０の最適な位置および傾きを決定する方法について説明するための
図である。なお、図４に示されるヘッドホン１は簡略図であり、一本の湾曲状のバンド２
と、そのバンド２の両端にハウジング３が設けられている状態を想定する。
【００２８】
　まず、ヘッドホン１の折り畳み状態における最適なハウジング３の位置を決定する。こ
の位置は例えば、折り畳み状態においてヘッドホン１が最も小さくなる位置とするとよい
。そうすると、図４Ａに示されるように、ハウジング３の位置およびバンド２の長さによ
りバンド２の折り曲げ位置Ａが決定される。
【００２９】
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　次に、図４Ｂに示されるように、ハウジング１および／またはバンド２上に任意の２点
を設定する。図４Ｂの例においては、バンド２上に点Ｂ、ハウジング３上に点Ｃがそれぞ
れ設定されている。なお、点Ｂおよび点Ｃは、ヘッドホン１の使用状態において折り畳み
位置である点Ａより下に設定するものとする。
【００３０】
　次に、図４Ｃに示されるように決定された折り畳み位置Ａでバンド２を折り、点Ｂ、点
Ｃの折り畳みによる移動先をそれぞれ点Ｂ‘、点Ｃ’とする。
【００３１】
　そして、図４Ｄに示されるように、点Ｂと点Ｂ‘間において、点Ｂおよび点Ｂ’から等
距離にある面Ｍｂを設定する。面Ｍｂは、２点Ｂ、Ｂ‘のそれぞれから等距離にある点の
集合であるともいえる。同様に、点Ｃと点Ｃ‘間において、点Ｃおよび点Ｃ’から等距離
にある面Ｍｃを設定する。面Ｍｃは、２点Ｃ、Ｃ‘のそれぞれから等距離にある点の集合
であるともいえる。
【００３２】
　そして、図４Ｅに示されるように、面Ｍｂと面Ｍｃとが交わる直線Ｌが回転軸１２０の
方向となる。このようにして回転軸１２０の傾きが決定される。このようにして、回転軸
の最適な位置と傾きが決定される。
【００３３】
　本実施の形態においては、図１および図２を参照して説明したように、ヘッドバンド１
１０とアーム１３０が回転軸１２０を介して接続され、アーム１３０が回動することによ
り、アーム１３０が折り畳まれるように構成されている。よって、図４に示されるように
して求められた折り畳み位置Ｃを回転軸１２０の位置としてヘッドバンド１１０とアーム
１３０を接続するとよい。
【００３４】
　回転軸１２０が斜め方向に傾きを有するように構成されていることにより、回転軸１２
０を軸とした一回の回転によって、アーム１３０の折り畳みおよびハウジング１５０の向
きの変更を実現することができる。ハウジング１５０は、一回のアーム１３０の回動によ
って、使用状態の左右のハウジング１５０から等距離にある面Ｉに向いている状態から向
きが変化する。従来のヘッドホンはヘッドホンを折り畳む動作を一回行い、さらにハウジ
ングの向きを変える動作を一回行うなど、２回以上の動作が必要であったが、本技術にお
いては、一回のアームの回動で、ヘッドホン１００の折り畳みおよびハウジング１５０の
向きの変化を実現することができる。
【００３５】
　なお、図５Ａに示されるように、回転軸１２０は、ヘッドホン１００の正面視において
、ヘッドバンド１１０の弧を二等分するＹ軸に直交するＸ軸に対して約１２°～２２°の
範囲内の角度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸１２０は、正面視
においてＸ軸に対して約１７°の角度を有するように設けるとよい。
【００３６】
　また、図５Ｂに示されるように、回転軸１２０は、ヘッドホン１００の側面視において
は、ヘッドバンド１１０の幅方向に略平行なＺ軸に対して約１９°～２９°の範囲内の角
度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸１２０は、側面視においてＺ
軸に対して約２４°の角度を有するように設けるとよい。
【００３７】
　さらに、図５Ｃに示されるように、回転軸１２０は、ヘッドホン１００の上面視におい
ては、ヘッドバンド１１０の長手方向に略平行なＸ軸に対して約２９°～３９°の範囲内
の角度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸１２０は、上面視におい
てＸ軸に対して約３４°の角度を有するように設けるとよい。
【００３８】
　次に、アーム１３０とスライダ１４０の構成について説明する。図６Ａは、スライダ１
４０、ハウジング１５０、イヤパッド１６０の上面図である。図６Ｂは、スライダ１４０
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、ハウジング１５０、イヤパッド１６０の側面図である。図６Ｃは、アーム１３０の内面
図である。図６Ｄは、アーム１３０の側面視断面図である。図６Ｅは、アーム１３０にス
ライダ１４０を接続した状態におけるアーム１３０の側面視断面図である。
【００３９】
　図６Ａおよび図６Ｂに示されるように、スライダ１４０には、アーム１３０の内部に掛
合するための上面視Ｔ字型の掛合突起１４１が設けられている。
【００４０】
　図６Ｃに示されるように、アーム１３０の内側面には、掛合突起１４１がアーム１３０
内部に入り込んだ状態でスライダ１４０がアーム１３０に沿ってスライド可能とするため
の案内溝１３２が設けられている。また、図６Ｄに示されるように、アーム１３０の内部
は、スライダ１４０の掛合突起１４１がスライド可能なように空洞状に形成されている。
【００４１】
　アーム１３０の内部側面には、スライダ１４０の掛合突起１４１が引っかかることによ
り、ハウジング１５０の位置を固定可能とする複数の使用時用突起１３３が設けられてい
る。この使用時突起が設けられている範囲は、ヘッドホン１００の使用時にユーザがハウ
ジング１５０の位置を調整するためにスライダ１４０をスライドさせる範囲である。よっ
て、この範囲を使用範囲と称する。使用時用突起１３３は特許請求の範囲における第１の
位置固定機構に相当するものである。ユーザの頭部の大きさや耳と頭頂部との距離などに
合わせてスライダ１４０の位置を調整し固定することにより、ハウジング１５０およびイ
ヤパッド１６０をユーザの耳に対向する位置に合わせる事ができる。これにより、ユーザ
は自らの身体的特徴や好みに応じた装着感を得ることができる。
【００４２】
　なお、図６Ｄにおいては、使用時用突起１３３は１１個設けられているが、使用時用突
起１３３の数はそれに限定されるものではない。使用時用突起１３３の数が多いほどユー
ザは細かくハウジングの位置を調整することが可能となる。
【００４３】
　さらに、アーム１３０の内部側面の上方には、ヘッドホン１００の折り畳み時にハウジ
ング１５０の位置を固定することができる、一つの折り畳み時用突起１３４が設けられて
いる。折り畳み時用突起１３４が設けられている位置は、アーム１３０を折り畳む際にハ
ウジング１５０を位置させる位置であるため、この位置を折り畳み位置と称する。折り畳
み時用突起１３４は特許請求の範囲における第２の位置固定機構に相当するものである。
【００４４】
　使用範囲と折り畳み時位置との間には突起が設けられていない範囲がある。この範囲に
おいては、突起は設けられていないため、スライダ１４０はなめらかにスライドすること
ができる。この範囲を滑動範囲と称する。
【００４５】
　図６Ｅに示されるように、スライダ１４０の掛合突起１４１がアーム１３０内部に入り
込んだ状態でスライダ１４０はアーム１３０に沿って上下にスライド可能となっている。
ヘッドホン１００の使用時において、ユーザがハウジング１５０の位置を調整する場合、
ユーザは使用範囲内でスライドを上または下にスライドさせる。
【００４６】
　そうすると、スライダ１４０の掛合突起１４１が使用時用突起１３３に引っかかること
によって、スライダ１４０の位置が固定される。これにより、ハウジング１５０の位置を
ユーザの好みに合わせて固定することができる。スライダ１４０の掛合突起１４１が使用
時用突起１３３を乗り上げる際のクリック感がユーザにハウジング１５０の位置が調節さ
れていることの実感を与えることができる。
【００４７】
　ヘッドホン１００を使用せず折り畳む場合、スライダ１４０を滑動範囲を経て折り畳み
位置までスライドさせる。そうすると、スライダ１４０の掛合突起１４１が折り畳み時用
突起１３４に引っかかり、スライダ１４０を折り畳み位置に固定することができる。
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【００４８】
　使用範囲と折り畳み位置との間の滑動範囲には突起が設けられていない。このため、滑
動範囲においては、ユーザは、スライダ１４０をなめらかにスライドさせることができる
。滑動範囲は、使用時にハウジング１５０の位置を固定する範囲でもなく、収納時にハウ
ジング１５０が位置する範囲でもないため、この滑動範囲に突起を設ける必要はない。滑
動範囲に突起を設けないことにより、ユーザは、スライダ１４０のスライドを容易に素早
く行うことができるので、ヘッドホン１００を折り畳みも素早く行うことができる。
【００４９】
このように、本技術においては、スライダ１４０のスライド可能範囲はヘッドホン１００
使用時のハウジング１５０の位置の変更範囲より大きく構成されている。これにより、ヘ
ッドホン１００収納時には、ハウジング１５０をアーム１３０の上端までスライドさせる
ことができ、ヘッドホン１００をよりコンパクトにすることができる。
【００５０】
　次に、スライダ１４０とハウジング１５０の接続について説明する。図７Ａはハウジン
グ１５０のイヤパッド１６０が設けられる側とは逆側の面を示した図である。図７Ｂは、
アーム１３０、スライダ１４０、ハウジング１５０およびイヤパッド１６０の側面図であ
る。図７Ｃは、スライダ１４０とハウジング１５０とを接続させた状態を示す側面図であ
る。図７Ｄは、スライダ１４０とハウジング１５０とを接続させた状態で、ハウジング１
５０を動作させている状態を示す側面図である。なお、図７Ｂ、図７Ｃおよび図７Ｄにお
いては、ハウジング１５０とイヤパッド１６０は断面図として表されている。
【００５１】
　ハウジング１５０のイヤパッド１６０が設けられる側とは逆側の面の略中央には、縦長
状の凹み部１５１が形成されている。その凹み部１５１の略中央には、図７Ｂに示される
ように側面視凸球状の凸球面１５２が設けられている。さらに凸球面１５２の略中央には
接続用穴１５３が設けられている。
【００５２】
　図７Ｂに示されるように、スライダ１４０には、突起状のハウジング接続部１４２が設
けられている。ハウジング接続部１４２の先端には正面視凹球状の凹球面１４３が形成さ
れている。ハウジング接続部１４２は、ハウジング１５０を傾動可能に支持するものであ
る。
【００５３】
　スライダ１４０の凹球面１４３と、ハウジング１５０の凸球面１５２を衝合させた状態
で、ハウジング１５０の接続用穴１５３にネジなどを通して、スライダ１４０とハウジン
グ１５０とを接続する。そうすると、図７Ｄに示されるように、ハウジング１５０の凸球
面１５２がスライダ１４０の凹球面１４３に対して摺動可能となる。これにより、ユーザ
がヘッドホン１００を装着した際にハウジング１５０がユーザの側頭部、耳の形状に合わ
せて動くため、イヤパッド１６０を各ユーザに合った状態で対向させることができる。
【００５４】
　図８は、アーム１３０、スライダ１４０ハウジング１５０およびイヤパッド１６０の下
面図である。図８Ａに示されるようにハウジング１５０に形成されている凹み部１５１は
、スライダ１４０のハウジング接続部１４２よりも幅広に形成されている。よって、図８
Ｂに示されるようにスライダ１４０とハウジング１５０とを接続すると、図８Ｃに示され
るように、ハウジング１５０は左右方向に傾動可能となる。
【００５５】
　ハウジング１５０は、図７を参照して説明したように、縦方向に傾動可能となっている
。また、ハウジング１５０は図８を参照して説明したように、横方向にも傾動可能となっ
ている。さらに、ハウジング１５０とスライダ１４０の接触部分は、ハウジング１５０の
凸球面１５２とスライダ１４０の凹球面１４３である。これらにより、ハウジング１５０
は全方向にツイスト動作が可能となっている。よって、ハウジング１５０およびイヤパッ
ド１６０の追従性が増し、イヤパッド１６０をユーザの耳に対向する位置に合わせる事が
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でき、ユーザは自らの身体的特徴や好みに応じた装着感を得ることができる。
【００５６】
　以上のようにして、第１の実施形態におけるヘッドホン１００が構成されている。ここ
で、図９Ａに示されるように、使用状態におけるヘッドバンド１１０とアーム１３０によ
って囲まれる領域（斜線の領域）を定義する。本実施の形態におけるヘッドホン１００は
、図９Ｂに示されるように、折り畳み状態においてその斜線領域内にハウジング１５０が
収まるようになっている。このように、本実施の形態のヘッドホン１００は、使用しない
場合には折り畳んでコンパクトな状態にすることができる。この状態において、Ｌ側のア
ーム１３０とＲ側のアーム１３０は使用状態においてハウジングが位置していた位置で重
なっている。
【００５７】
　また、図１０に示されるように、折り畳み状態においては、ハウジング１５０がヘッド
ホン１００の側面視においてヘッドバンド１１０と略並行な平面ＩＩに対して±４５°以
内の傾きの状態となるようにするとよい。
【００５８】
　また、本実施の形態においては、一つの回転軸１２０を軸としたアーム１３０の一回の
回動でアーム１３０の折り畳みおよびハウジング１５０の向きの切り替えを行なうことが
できるので、ユーザはヘッドホン１００の折り畳みを素早く容易に行うことができる。ま
た、回転軸１２０は一対のみであるため、部品点数を少なくてすみ、製造コストの削減も
図ることができる。
【００５９】
　また、スライダ１４０は、ヘッドホン１００使用時におけるハウジング１５０の位置変
更範囲である使用範囲より大きくスライド可能である。これにより、折り畳み時にスライ
ダ１４０を使用範囲より上へスライドさせることにより、ヘッドホン１００をよりコンパ
クトな状態にすることができる。
【００６０】
　また、アーム１３０を折り畳む際にスライダ１４０をスライドさせてハウジング１５０
をアーム１３０の上端側（ヘッドホン１００の縦方向中央付近）に位置させる。これによ
り、図２Ｂに示されるように折り畳み状態においてはハウジング１５０が横並びになる。
ハウジング１５０が重なることがないため、折り畳み状態におけるヘッドホン１００をよ
り薄い状態にすることができる。
【００６１】
　また、折り畳み状態においてはハウジング１５０が交差せず、Ｌ側のハウジング１５０
はヘッドホン１００の左側に位置する。Ｒ側のハウジング１５０はヘッドホン１００の右
側に位置する。ハウジング１５０が交差し、Ｌ側のハウジング１５０がヘッドホン１００
の右側に位置し、Ｒ側のハウジング１５０がヘッドホン１００の左側に位置するというこ
とがない。これにより、ハウジング１５０に接続されているコード１７０が絡まることを
抑制することができる。
【００６２】
　さらに、ヘッドホン１００の折り畳み状態においては、図２Ｂに示されるようにイヤパ
ッド１６０が同方向を向いている。ヘッドホン１００を机、テーブルなどに置く際にイヤ
パッド１６０側を下にして置くことにより、ハウジング１５０に傷がつくことなどを防止
することができる。
【００６３】
＜２．第２の実施の形態＞
［２－１．ヘッドホンの構成］
　次に、本技術の第２の実施の形態について説明する。図１１および図１２は第２の実施
の形態におけるヘッドホン２００の全体構成を示す図である。ヘッドホン２００は、ヘッ
ドバンド２１０、回転軸２２０、ハンガ２３０、ハウジング２４０、イヤパッド２５０お
よびコード２６０から構成されている。
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【００６４】
　ヘッドバンド２１０はユーザの頭部に沿うように湾曲状に形成されており、装着状態に
おいてユーザの頭頂部に接することによりヘッドホン２００全体を支持するものである。
ヘッドバンド２１０はプラスチックなどの合成樹脂、金属などを用いて構成されており、
所定の剛性および弾性を有することにより可撓性を備えている。これにより、装着時には
ハウジング２４０およびイヤパッド２５０をユーザの側頭部方向に押圧してヘッドホン２
００の装着状態を維持することができる。なお、ヘッドバンド２１０の内面におけるユー
ザの頭頂部に当接する部分に緩衝材としてゴムなどを設けるようにしてもよい。
【００６５】
　第２の実施の形態においては、ヘッドバンド２１０の両端はスライダ２１１として構成
されている。スライダ２１１をスライドさせることにより、ヘッドバンド２１０を伸縮さ
せることができる。スライダ２１１をスライドさせることにより、ハンガ２３０をヘッド
バンド２１０に対して下方または上方に移動させることができる。
【００６６】
　ヘッドホン２００の使用時には、ユーザの頭部の大きさや耳と頭頂部との距離などに合
わせてスライダ２１１の伸縮度合いを調整することにより、ハウジング２４０およびイヤ
パッド２５０をユーザの耳に対向する位置に合わせる事ができる。これにより、ユーザは
自らの身体的特徴や好みに応じた装着感を得ることができる。一方、ヘッドホン２００を
使用しない場合には、スライダ２１１を縮めた状態にすることにより、ヘッドホン２００
をコンパクトにして保管スペースを節約することができる。
【００６７】
　回転軸２２０は、ヘッドバンド２１０のスライダ２１１の両端にそれぞれ設けられてお
り、ハンガ２３０をスライダ２１１に対して回動可能に支持するものである。回転軸２２
０は、第１の実施の形態と同様に、左右のハウジング２４０から等距離にある面Ｉに対し
て斜めの傾きを有するように構成されている。第２の実施の形態においては、Ｌ側の回転
軸２２０とＲ側の回転軸２２０は左右対称の位置に設けられている。回転軸２２０の構成
については後述する。
【００６８】
　ハンガ２３０はヘッドバンド２１０のスライダ２１１の先端に設けられており、ハウジ
ング２４０を回動自在に支持するものである。ハンガ２３０は、一対の先端からそれぞれ
内向きに突出する支持ピン（図示せず。）で軸支することによりハウジング２４０を回動
自在に支持する。これにより、ヘッドホン２００の装着時においては、ユーザの耳の周囲
の形状に合わせてハウジング２４０の向きが変わるため、ハウジング２４０５をユーザの
側頭部の形状に適した状態で耳に対向させることができる。ハンガ２３０は、特許請求の
範囲におけるハウジング２４０支持部に相当するものである。
【００６９】
　ハウジング２４０は、内部に音声処理回路、スピーカ（共に図示せず。）などを収容す
る収容部でとして機能するものである。ハウジング２４０は例えば、プラスチックなどの
合成樹脂を用いて形成されている。音声処理回路は例えば、スピーカを駆動する音声信号
に対して、ノイズキャンセリング処理、信号増幅処理、イコライジング処理などの所定の
音声信号処理を施すものである。スピーカは音声処理回路により処理が施された音声信号
を音声として出力するものである。
【００７０】
　イヤパッド２５０は、弾力性を有するように構成されており、ハウジング２４０におけ
るユーザの側頭部に対向する側の面に設けられている。イヤパッド２５０は、ハウジング
２４０とユーザの側頭部との間に介在することにより、ハウジング２４０とユーザの側頭
部間の緩衝部材として機能するものである。すなわち、イヤパッド２５０は、ヘッドホン
２００の装着時において、変形しにくい硬い素材で形成されたハウジング２４０が直接ユ
ーザの側頭部に接してユーザに不快感や痛みを与えることを防止するものである。
【００７１】
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　また、イヤパッド２５０は、リング状に構成されている場合には、イヤパッド２５０と
ユーザの側頭部により形成される空間を密閉することにより、低音域の再現性の向上など
の音質の向上を図る役割も担う。また、スピーカから出力される音声が外部に漏れること
を防ぐ役割も担う。さらに、イヤパッド２５０は外部からの騒音を遮断してスピーカから
の音声を聴取し易くする働きも担う。
【００７２】
コード２６０は、内部に導線、グランド線などが挿通しており、音声信号を伝送するため
のものである。コード２６０の一端はハウジング２４０内に収容された音声処理回路に接
続されている。また、コード２６０の他端にはプラグ（図示せず。）が設けられている。
そのプラグがＭＰ３プレーヤなどの音声再生装置（図示せず。）に接続されることにより
、ヘッドホン２００１が音声再生装置に接続される。
【００７３】
なお、コード２６０はＬ側のハウジング２４０、Ｒ側のハウジング２４０のいずれか一方
に接続するようにしてもよい。この場合、コード２６０は内部に、Ｌチャンネル導線、Ｒ
チャンネル導線およびグランド線が挿通してある。コード２６０が接続されてない他方の
ハウジング２４０内のスピーカを駆動するために、コード２６０が接続された一方のハウ
ジング２４０と、コード２６０が接続されていない他方のハウジング２４０との間には、
接続コード（図示せず）が設けられる。この接続コードは、コード２６０またはコード２
６０が接続されたハウジング２４０内の音声処理回路に接続され、スライダ２１１、アー
ム、ヘッドバンド２１０の内部を挿通して他方のハウジング２４０内の音声処理回路に接
続される。この接続コードによって、コード２６０が接続されていない他方のハウジング
２４０内の音声処理回路に音声信号が伝送される。
【００７４】
　第２の実施形態におけるヘッドホン２００は、使用しない場合には、図１２Ａに示され
るように、ハンガ２３０をヘッドバンド２１０方向に向けて折り畳む。そうすると、ヘッ
ドホン２００は図１２Ｂに示される折り畳み状態となる。以下、この状態を、折り畳み状
態と称する。折り畳み状態においては、ハウジング２４０は、左右のハウジング２４０か
ら等距離にある面Ｉに向いている状態（図１１の状態）から、面Ｉに対して略垂直方向を
向く状態（図１２Ｂの状態）に変化する。これはハウジング２４０に設けられているイヤ
パッド２５０についても同様である。ヘッドホン２００を使用しない場合、持ち運ぶ場合
などには、ヘッドホン２００をこの折り畳み状態にすることによりサイズを小さくして、
ヘッドホン２００の収納スペースを節約することができる。
【００７５】
　次に、ヘッドバンド２１０のスライダ２１１とハンガ２３０の接続について説明する。
図１４Ａおよび図１４Ｂは、図１５に示される、スライダ２１１とハンガ２３０の接続部
分をヘッドホン２００の内側から見た場合の部分拡大図である。スライダ２１１の先端に
おけるハンガ２３０との接続部分をスライダ側接続部２１２とする。また、ハンガ２３０
の頂点付近に設けられているスライダ側接続部２１２との接続部分をハンガ側接続部２３
１とする。なお、説明の便宜上、ハンガ側接続部２３１は破断した状態で示されている。
【００７６】
　回転軸２２０は、第１の実施の形態と同様に、図１１に示されるように左右のハウジン
グ２４０から等距離にある面Ｉに対して斜めの傾きを有するように構成されている。回転
軸２２０は、ハンガ側接続部２３１に設けられた軸挿通穴２３３に挿通した状態でスライ
ダ側接続部２１２に両端を支持されている。これにより、スライダ２１１に対してハンガ
２３０が回動可能となっている。なお、回転軸２２０の位置および傾きの決定方法は第１
の実施の形態において図４を参照して説明したものと同様である。
【００７７】
　なお、図１３Ａに示されるように、回転軸２２０は、ヘッドホン２００の正面視におい
て、ヘッドバンド２１０の弧を二等分するＹ軸に直交するＸ軸に対して約４°～１４°の
範囲内の角度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸２２０は、正面視
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においてＸ軸に対して約９°の角度を有するように設けるとよい。
【００７８】
　また、図１３Ｂに示されるように、回転軸２２０は、ヘッドホン２００の側面視におい
ては、ヘッドバンド２１０の幅方向に略平行なＺ軸に対して約９°～１９°の範囲内の角
度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸２２０は、側面視においてＺ
軸に対して約１４°の角度を有するように設けるとよい。
【００７９】
　さらに、図１３Ｃに示されるように、回転軸２２０は、ヘッドホン２００の上面視にお
いては、ヘッドバンド２１０の長手方向に略平行なＸ軸に対して約２７°～３７°の範囲
内の角度を有するように設けるとよい。さらに好ましくは、回転軸２２０は、上面視にお
いてＸ軸に対して約３２°の角度を有するように設けるとよい。
【００８０】
　図１４Ａは、ハンガ２３０が回動途中であり、まだ折り畳まれてはいない状態である。
図１４Ｂは、ハンガ２３０が折り畳まれた状態である。スライダ側接続部２１２には、突
起状の第１クリック２１３、第２クリック２１４が設けられている。ハンガ２３０を回動
させて折り畳み状態にすると、図１４Ａに示す状態から図１４Ｂに示す状態になる。
【００８１】
　そうすると、図１４Ｂに示されるように、第１クリック２１３にハンガ側接続部２３１
が引っかかる。さらに、第２クリック２１４上にハンガ側接続部２３１が乗り上げている
。これにより、ハンガ２３０の支持されることとなり、折り畳み状態においてハンガ２３
０が自重で開いてしまうことがない。
【００８２】
　次に、折り畳み状態から使用状態への遷移について説明する。図１６、図１７Ａ、図１
７Ｂおよび図１７Ｃは、図１８に示される、スライダ２１１とハンガ２３０の接続部分を
下から見た状態の部分拡大図である。なお、図１８においては、ハンガ２３０は折り畳ま
れている状態である。
【００８３】
　図１６は、ハンガ２３０が折り畳まれている状態を示す図である。スライダ側接続部２
１２には突起状の第３クリック２１５が設けられている。一方、ハンガ側接続部２３１に
は、凹状に形成された凹状部２３２が形成されている。
【００８４】
　図１７は、折り畳み状態からハウジング２４０が開いて使用状態になる過程を示した図
である。図１７Ａに示される状態から図１７Ｂの状態を経て、使用状態に至ると、図１７
Ｃに示されるようにスライダ側接続部２１２の第３クリック２１５がハンガ側接続部２３
１の凹状部２３２に入り込み、引っかかった状態となる。これにより、ハンガ２３０の状
態が固定されるので、ヘッドホン２００の使用中にハンガ２３０が不必要に動いてしまう
ことを防止することができる。なお、第３クリック２１５がハンガ側接続部２３１の凹状
部２３２に入り込む際のクリック感がユーザにハンガ２３０が開き切ったことの実感を与
えることができる。
【００８５】
　使用状態から折り畳み状態に移る場合には、図１７Ｂに示されるように、ハンガ側接続
部２３１の凹状部２３２が第３クリック２１５を乗り上げて、ハンガ２３０が折り畳み状
態となる。なお、ハンガ側接続部２３１が第３クリック２１５を乗り越える際のクリック
感がユーザにハンガ２３０が開き切った状態から解除されたことの実感を与えることがで
きる。
【００８６】
　次に、ハウジング２４０をツイスト動作可能とする構成について説明する。図１９Ａは
、ハンガ側接続部２３１とそのハンガ側接続部２３１の軸挿通穴２３３に挿通した回転軸
２２０を示す図である。図１９Ｂは、ハンガ側接続部２３１の軸挿通穴２３３と軸の断面
図である。なお、ハンガ２３０とスライダ２１１の接続状態において、回転軸２２０はハ
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ンガ側接続部２３１の軸挿通穴２３３を挿通し、スライダ側接続部２１２に接続されてい
るが、図１９においては、説明の便宜上スライダ２１１は省略する。
【００８７】
　図１９Ｂに示されるように、ハンガ側接続部２３１の軸挿通穴２３３は、一方の開口側
の直径が大きく形成されている。これにより、軸挿通穴２３３にはガタ２３４が形成され
ている。このガタ２３４により、ハンガ２３０は回転軸２２０に対してツイスト動作が可
能となる。これによりハンガ２３０に接続されているハウジング２４０もツイスト動作す
ることとなり、ハウジング２４０およびイヤパッド２５０の追従性が増し、イヤパッド２
５０をユーザの耳に対向する位置に合わせる事ができ、ユーザは自らの身体的特徴や好み
に応じた装着感を得ることができる。
【００８８】
　以上のようにして第２の実施の形態に係るヘッドホン２００が構成されている。第１の
実施の形態は、折り畳みのための回動の支点となる回転軸１２０がスライダ１４０より上
方に設けられているが、第２の実施の形態は、回転軸２２０はスライダ２１１より下方に
設けられている。どちらの構成であっても、折り畳みが容易であり、折り畳み後の状態が
コンパクトであるヘッドホン２００を実現することができる。
【００８９】
　ここで、図２０Ａに示されるように、使用状態におけるヘッドホン２００の内部の領域
に（斜線の領域）を定義する。本実施の形態におけるヘッドホン２００は、図２０Ｂに示
されるように、折り畳み状態においてその斜線領域内にハウジング２４０が収まるように
なっている。このように、本実施の形態のヘッドホン２００は、使用しない場合には折り
畳んでコンパクトな状態にすることができる。
【００９０】
　また、第２の実施の形態のヘッドホン２００も第１の実施の形態と同様に、折り畳み状
態において、ハウジング２４０が、ヘッドホン２００の側面視においてヘッドバンド２１
０と略並行な平面ＩＩに対して±４５°以内の傾きの状態となるようにするとよい。
【００９１】
　また、第２の実施の形態では、一つの回転軸２２０を軸としたハンガ２３０の一回の回
動でヘッドホン２００を折り畳むことができるので、ユーザはヘッドホン２００の折り畳
みを素早く容易に行うことができる。
【００９２】
　また、図１２Ｂに示されるように折り畳み状態においてはハウジング２４０が横並びに
なる。ハウジング２４０が重なることがないため、折り畳み状態におけるヘッドホン２０
０をより薄い状態にすることができる。
【００９３】
　また、折り畳み状態においてハウジング２４０が交差せず、Ｌ側のハウジング２４０は
ヘッドホン２００の左側に位置する。Ｒ側のハウジング２４０はヘッドホン２００の右側
に位置する。ハウジングが交差し、Ｌ側のハウジング２４０がヘッドホン２００の右側に
位置し、Ｒ側のハウジング２４０がヘッドホン２００の左側に位置するということがない
。これにより、ハウジング２４０に接続されているコード２６０が絡まることを抑制する
ことができる。
【００９４】
　また、ヘッドホン２００の折り畳み状態においては、図１２Ｂに示されるようにイヤパ
ッド２５０が同方向を向いている。ヘッドホン２００を机、テーブルなどに置く際にイヤ
パッド２５０側を下にして置くことにより、ハウジング２４０に傷がつくことなどを防止
することができる。
【００９５】
＜３．変形例＞
　以上、本技術の実施の形態について具体的に説明したが、本技術は上述の実施の形態に
限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
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【００９６】
　図２１は、本技術の第１の実施の形態におけるヘッドホンの変形例を示す外観図である
。図２１Ａは使用状態であり、図２１Ｂは折り畳み状態である。
【００９７】
　変形例に係るヘッドホン３００は、ヘッドバンド３１０、回転軸３２０、アーム３３０
、スライダ３４０、ハウジング３５０、イヤパッド３６０およびコード３７０とから構成
されている。各構成は第１の実施の形態と同様であるためその説明を省略する。
【００９８】
　上述した第１の実施の形態においては、一対の回転軸１２０の位置はＬ側とＲ側で左右
対称となっている。これに対し、変形例の係るヘッドホン３００においては、一対の回転
軸３２０の位置がＬ側とＲ側で左右非対称となっている。
【００９９】
　アーム３３０の折り畳み位置に位置する回転軸３２０の位置を左右非対称とすることに
より、ヘッドホン３００の折り畳み状態は図２１Ｂに示されるようになる。図２１Ｂの折
り畳み状態においては、左右の回転軸３２０の位置が左右非対称であることにより、左右
でアーム３３０の折り畳み位置がずれている。これにより、折り畳み状態においてアーム
３３０が重ならないため、ヘッドホン３００の折り畳み状態をより薄くすることができる
。
【０１００】
　また、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　ヘッドバンドと、
　該ヘッドバンドの両端に設けられた一対のハウジング支持部と、
　該一対のハウジング支持部をそれぞれ前記ヘッドバンドに対して回動可能に接続する一
対の回転軸と、
　回動により前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記ハウジング支持部
が開いた状態における前記ヘッドバンドおよび前記ハウジング支持部からなる弧の内側の
領域内に位置し、かつ、交差することなく横並びになるように前記一対のハウジング支持
部のそれぞれに設けられた一対のハウジングと、
　該一対のハウジングにそれぞれ設けられた一対のイヤパッドと
を備えるヘッドホン。
（２）
　前記回転軸が斜めに設けられていることにより、一回の回動により前記ハウジング支持
部が折り畳まれ、さらに折り畳み前後で前記イヤパッドの向きが変化する
前記（１）に記載のヘッドホン。
（３）
　前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記一対のイヤパッドが略同一の
方向を向いている
前記（１）または（２）に記載のヘッドホン。
（４）
　前記ハウジング支持部は、前記回転軸を介して前記ヘッドバンドに接続されたアームと
、該アームに対してスライド可能に設けられ、前記アームに沿ってスライドすることによ
り前記ハウジングの位置を調整可能なスライダとからなる
前記（１）から（３）のいずれかに記載のヘッドホン。
（５）
　前記スライダのスライド可能範囲は、ユーザによるヘッドホン使用時における前記ハウ
ジングの位置の変更範囲より広い範囲である
前記（４）に記載のヘッドホン。
（６）
　前記ハウジング支持部は、ヘッドホン使用時における前記ハウジングの位置の変更範囲
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において前記ハウジングの位置の固定する第１の位置固定機構を備える
前記（５）に記載のヘッドホン。
（７）
　前記第１の位置固定機構は、前記ハウジングを複数の位置に固定可能である
前記（６）に記載のヘッドホン。
（８）
　前記ハウジング支持部は、ヘッドホン使用時における前記ハウジングの位置の変更範囲
外において前記ハウジングの位置を固定する第２の位置固定機構を備える
前記（５）に記載のヘッドホン。
（９）
　前記スライダは、前記回転軸より下に設けられている
前記（４）に記載のヘッドホン。
（１０）
　前記一対の回転軸は、左右対象の位置に設けられている
前記（１）から（９）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１１）
　前記一対の回転軸は、左右非対称の位置に設けられている
前記（１）から（１０）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１２）
　前記ハウジングは、ユーザの側頭部の形状に追従して動作可能である
前記（１）から（１１）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１３）
　前記一対のハウジングには、それぞれコードが接続されており、
　該コードは、前記一対のハウジング支持部が折り畳まれた状態において、前記ハウジン
グと前記コードの接続箇所が互いに接触しない位置にそれぞれ接続されている
前記（１）から（１２）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１４）
　前記アームは、折り畳まれた状態において、ユーザのヘッドホン使用時においてハウジ
ングが存在している位置で重なる
前記（４）に記載のヘッドホン。
（１５）
　前記ハウジング支持部は、前記ハウジングを軸支するハンガである
前記（１）から（１４）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１６）
　前記ヘッドバンドは、前記ハンガを上下動させるスライダを備え、
　該スライダは前記回転軸より上に設けられている
前記（１５）に記載のヘッドホン。
（１７）
　前記ハウジングは、前記ハウジング支持部が折り畳まれた状態において、側面視におい
て前記ヘッドバンドに略平行な平面に対して±４５°以内の状態となる
前記（１）から（１６）のいずれかに記載のヘッドホン。
（１８）
　前記回転軸は、
　正面視において、前記ヘッドバンドの弧を二等分する方向をＹ軸方向とし、該Ｙ軸方向
に直交する方向をＸ軸方向としたとき、前記Ｘ軸に対して４°～２２°の範囲内の角度を
有し、
　また、側面視において、前記ヘッドバンドの幅方向に略平行な方向をＺ軸方向としたと
き、前記Ｚ軸に対して９°～２９°の範囲内の角度を有し、
　さらに、上面視において、前記Ｘ軸に対して２７°～３９°の範囲内の角度を有するよ
うに設けられている



(18) JP 6418155 B2 2018.11.7

10

20

前記（２）に記載のヘッドホン。
（１９）
　前記回転軸は、
　正面視において前記Ｘ軸に対して１７°の角度を有し、
　また、側面視において前記Ｚ軸に対して２４°の角度を有し、
　さらに、上面視において前記Ｘ軸に対して３４°の角度を有するように設けられている
前記（１８）に記載のヘッドホン。
（２０）
　前記回転軸は、
　正面視において前記Ｘ軸に対して９°の角度を有し、
　また、側面視において前記Ｚ軸に対して１４°の角度を有し、
　さらに、上面視において前記Ｘ軸に対して３２°の角度を有するように設けられている
前記（１８）に記載のヘッドホン。
【符号の説明】
【０１０１】
１００、２００、３００・・・・ヘッドホン
１１０、２１０、３１０・・・・ヘッドバンド
１２０、２２０、３２０・・・・回転軸
１３０、３３０・・・・・・・・アーム
１４０、３４０・・・・・・・・スライダ
１５０、２４０、３５０・・・・ハウジング
１６０、２５０、３６０・・・・イヤパッド
１７０、２６０、３７０・・・・コード
２３０・・・・・・・・・・・・ハンガ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】
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